
相続税・贈与税の納税義務者の範囲（平成29年、30年改正後）
国内に住所なし

日本国籍
なし

部分は国内、国外財産ともに課税
部分は国内財産のみに課税

日本国籍あり

10年 以内に
住所なし

10年 以内に
住所あり

国内に住所あり

一時居住者
（外国人）

相続人
受贈者

被相続人
贈与者

一時居住者
（外国人）
10年 以内に
住所あり
非居住
外国人

10年 以内
住所なし

国内に
住所あり

国内に
住所なし

太枠は、平成29年、30年改正点

納税義務の判定

非居住無制限納税義務者
〔国内、国外財産が課税対象〕

居住無制限納税義務者
〔国内、国外財産が課税対象〕

非居住無制限納税義務者
〔国内、国外財産が課税対象〕

非居住無制限納税義務者
〔国内、国外財産が課税対象〕

非居住制限納税義務者
〔国内財産のみが課税対象〕

居住制限納税義務者
〔国内財産のみが課税対象〕

相続人、被相続人の地位

被相続人：日本人／日本居住
相続人 ：日本人／海外居住

被相続人：日本人／海外居住
相続人 ：日本人／日本居住

被相続人：日本人／日本居住
相続人 ：外国籍／海外居住

被相続人：日本人／海外居住
（海外居住10年以内）

相続人 ：外国籍／海外居住

被相続人：日本人／海外居住
（海外居住10年超）

相続人 ：日本人／海外居住
（海外居住10年超）

被相続人：外国籍／日本居住
（一時居住）

相続人 ：外国籍／日本居住
（一時居住）

事例1

事例2

事例3

事例4

事例5

事例6

国際相続をめぐる税務
～近年の相続税の納税義務者の見直しを踏まえて～

1
�
は
じ
め
に

経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴

い
、
個
人
に
と
っ
て
も
、
海
外

居
住
、
海
外
不
動
産
の
所
有
、

国
際
結
婚
、
在
日
外
国
人
の
増

加
等
に
よ
り
、
相
続
に
関
す
る

国
際
的
な
要
素
が
増
加
し
て
い

る
。本

稿
で
は
、
国
際
相
続
の
税

務
に
つ
い
て
、
主
に
納
税
義
務

の
範
囲
の
判
定
と
国
外
不
動
産

の
評
価
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

国
際
相
続
は
、
法
令
上
の
用

語
で
は
な
い
た
め
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
定
義

す
る
。

⑴

被
相
続
人
又
は
相
続
人
の

い
ず
れ
か
に
非
居
住
者
、
外

国
籍
が
含
ま
れ
る
。

⑵

相
続
財
産
の
所
在
地
が
外

国
で
あ
る
。

2
�
相
続
税
、贈
与
税
の
納
税
義
務
の
改
正
の
経
緯

相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
義

務
の
範
囲
の
拡
大
は
、
租
税
回

避
行
為
の
防
止
を
目
的
と
し
て

行
な
わ
れ
て
き
た
。
他
方
で
は

高
度
外
国
人
材
等
の
受
入
れ
を

促
進
す
る
観
点
か
ら
外
国
人
に

対
す
る
課
税
の
緩
和
が
行
な
わ

れ
て
い
る
。

⑴

平
成
29
年
改
正

非
居
住

無
制
限
納
税
義
務
者
の
範
囲

の
拡
大
と
外
国
人
の
課
税
の

見
直
し

①

制
限
納
税
義
務
者
と
さ
れ

る
相
続
人
又
は
被
相
続
人
の

相
続
開
始
前
に
国
内
に
住
所

が
な
い
期
間
を
5
年
超
か
ら

10
年
超
に
延
長
す
る
。

②

日
本
に
住
所
が
な
い
が
相

続
開
始
前
10
年
以
内
に
国
内

に
住
所
が
あ
っ
た
被
相
続
人

で
、
日
本
に
住
所
の
な
い
日

本
国
籍
を
有
し
な
い
相
続
人

の
場
合
に
は
非
居
住
無
制
限

納
税
義
務
者
と
す
る
。

③

被
相
続
人
等
及
び
相
続
人

等
が
在
留
資
格
を
も
っ
て
一

時
的
に
滞
在
（
国
内
に
住
所

を
有
し
て
い
る
期
間
が
相
続

開
始
前
15
年
以
内
で
合
計
10

年
以
下
の
滞
在
を
い
う
）
し

て
い
る
場
合
等
に
は
制
限
納

税
義
務
者
と
し
て
、国
内
財

産
の
み
を
課
税
対
象
と
す
る
。

⑵

平
成
30
年
改
正

外
国
人

の
課
税
の
見
直
し

相
続
開
始
（
贈
与
）
の
時
に

お
い
て
国
外
に
住
所
を
有
す
る

日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
が
、

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
こ
と

と
な
っ
た
時
前
15
年
以
内
に
お

い
て
国
内
に
住
所
を
有
し
て
い

た
期
間
の
合
計
が
10
年
を
超
え

る
被
相
続
人
又
は
贈
与
者
（
そ

の
期
間
引
き
続
き
日
本
国
籍
を

有
し
て
い
な
か
っ
た
者
で
あ
っ

て
、
そ
の
相
続
開
始
又
は
贈
与

の
時
に
お
い
て
国
内
に
住
所
を

有
し
て
い
な
い
も
の
に
限

る
。）
か
ら
相
続
（
贈
与
）
に

よ
り
取
得
す
る
国
外
財
産
に
つ

い
て
は
、
相
続
税
又
は
贈
与
税

を
課
税
し
な
い
。

た
だ
し
、
そ
の
贈
与
者
が
、

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
こ
と

と
な
っ
た
日
か
ら
2
年
以
内
に

国
外
財
産
を
贈
与
し
て
、
2
年

以
内
に
再
び
国
内
に
住
所
を
有

す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
国
外
財
産
に
つ
い
て
も
贈

与
税
が
課
税
さ
れ
る
。

○

一
時
居
住
者
、
一
時
居
住

被
相
続
人
又
は
一
時
居
住
贈

与
者
（
外
国
人
）

相
続
（
贈
与
）
の
時
に
お
い

て
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定

法
別
表
第
1
の
在
留
資
格
を
有

す
る
者
で
、そ
の
相
続
開
始（
贈

与
）
前
15
年
以
内
に
日
本
に
住

所
を
有
し
て
い
た
期
間
の
合
計

が
10
年
以
下
の
者

（
相
法
1
の
3
③
一
、
1
の
4

③
一
、
相
法
1
の
3
③
二
、
1

の
4
③
二
）

○

非
居
住
被
相
続
人
又
は
非

居
住
贈
与
者
（
非
居
住
外
国

人
）

相
続
（
贈
与
）
の
時
に
お
い

て
日
本
に
住
所
を
有
し
て
い
な

か
っ
た
被
相
続
人
（
贈
与
者
）

で
あ
っ
て
、そ
の
相
続
開
始（
贈

与
）
前
10
年
以
内
に
日
本
に
住

所
を
有
し
、そ
の
相
続
開
始（
贈

与
）
前
15
年
以
内
に
お
い
て
国

内
に
住
所
を
有
し
て
い
た
期
間

の
合
計
が
10
年
以
下
の
者
（
そ

の
期
間
引
き
続
き
日
本
国
籍
を

有
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
に
限

る
。）（
相
法
1
の
3
③
三
、
1

の
4
③
三
）

な
お
、平
成
30
年
改
正
で
は
、

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
こ
と

と
な
っ
た
時
前
15
年
以
内
に
お

い
て
国
内
に
住
所
を
有
し
て
い

た
期
間
の
合
計
が
10
年
を
超
え

る
者
に
範
囲
が
拡
大
し
た
。
た

だ
し
、
非
居
住
贈
与
者
は
、
そ

の
贈
与
者
が
国
内
に
住
所
を
有

し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら

2
年
を
経
過
し
た
者
を
い
う
。

3
�
相
続
税
、
贈
与
税
の
納
税
義
務
者
判
定
に
お

け
る
「
住
所
」

相
続
税
法
に
は
、
住
所
そ
の

も
の
の
定
義
に
規
定
は
な
い
た

め
、
民
法
の
概
念
を
借
用
す
る

こ
と
と
な
る
。
民
法
22
条
に
お

い
て
「
住
所
と
は
、
各
人
の
生

活
の
本
拠
を
そ
の
者
の
住
所
と

す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
相
続
税
基
本
通
達
で

は
、住
所
と
は「
生
活
の
本
拠
」

と
し
て
、
そ
の
判
定
を
客
観
的

事
実
に
よ
っ
て
行
な
う
と
し
て

い
る
（
相
基
通

1
の
3
・
1

の
4
共
―
5
）。

こ
の
生
活
の
本
拠
は
、住
居
、

職
業
、
家
族
の
状
況
、
資
産
の

所
在
等
を
総
合
的
に
判
断
す
る

こ
と
と
な
る
。

〔
参
考
裁
判
例
〕

住
所
の
判
定
要
素
に
つ
い

て
、「
租
税
法
は
多
人
数
を
相

手
方
と
し
て
課
税
を
行
う
関
係

上
、
便
宜
、
客
観
的
な
表
象
に

着
目
し
て
画
一
的
に
規
律
せ
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
か
ら
、
客
観

的
な
事
実
、即
ち
住
居
、職
業
、

国
内
に
お
い
て
生
計
を
一
に
す

る
配
偶
者
そ
の
他
の
親
族
を
有

す
る
か
否
か
、
資
産
の
所
在
等

に
基
づ
き
判
定
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る

（
神
戸
地
判
昭
60
・
12
・
2
、

控
訴
審
（
大
阪
高
判
昭
61
・
9

・
25
）
及
び
上
告
審
（
最
判
昭

63
・
7
・
15
に
て
是
認
））。

4
�
相
続
税
の
納
税
義
務
・
判
定
事
例

5
�
国
外
財
産
の
評
価

⑴

国
外
財
産
の
評
価
の
原
則

国
外
に
あ
る
財
産
の
価
額
に

つ
い
て
も
、
財
産
評
価
基
本
通

達
に
定
め
る
評
価
方
法
に
よ
り

評
価
す
る
。

な
お
、
こ
の
通
達
の
定
め
に

よ
っ
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
財
産
に
つ
い
て
は
、
こ
の

通
達
に
定
め
る
評
価
方
法
に
準

じ
て
、
又
は
売
買
実
例
価
額
、

精
通
者
意
見
価
格
等
を
参
酌
し

て
評
価
す
る
も
の
と
す
る
（
相

法
22
、
財
基
通
5
―
2
）。

⑵

国
外
不
動
産
の
評
価

国
内
の
不
動
産
に
つ
い
て

は
、
土
地
に
つ
い
て
は
国
税
局

の
定
め
る
路
線
価
方
式
や
倍
率

方
式
に
よ
り
、
家
屋
に
つ
い
て

は
固
定
資
産
税
評
価
額
を
基
に

評
価
す
る
が
、
国
外
不
動
産
に

つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
評
価
方
法

を
採
用
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
国
外
不
動
産
に
つ

い
て
は
、
財
産
評
価
基
本
通
達

5
―
2
に
準
じ
て
、
原
則
と
し

て
、
売
買
実
例
価
額
、
地
価
の

公
示
制
度
に
基
づ
く
価
格
及
び

鑑
定
評
価
額
等
を
参
酌
し
て
評

価
す
る
。

実
務
的
に
は
、
不
動
産
の
個

別
性
の
観
点
か
ら
、
専
門
家
に

よ
る
鑑
定
評
価
額
や
不
動
産
業

者
の
査
定
書
等
を
使
用
す
る
こ

と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑶

取
引
相
場
の
な
い
外
国
法

人
の
株
式
の
評
価

取
引
相
場
の
な
い
外
国
法
人

の
株
式
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
、
純
資
産
価
額
方
式
（
財

基
通
1
8
5
）に
よ
り
評
価
し
、

類
似
業
種
比
準
方
式
に
準
じ
て

評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
は
、
類
似
業
種
株
価
等

の
計
算
の
基
と
な
る
標
本
会
社

が
、
我
が
国
の
金
融
商
品
取
引

所
に
株
式
を
上
場
し
て
い
る
内

国
法
人
を
対
象
と
し
て
お
り
、

外
国
法
人
と
は
一
般
的
に
類
似

性
を
有
し
て
い
る
と
は
認
め
ら

れ
な
い
た
め
で
あ
る
（
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

質
疑
応
答
事

例
）。純資

産
価
額
方
式
を
適
用
す

る
に
あ
た
り
、「
評
価
差
額
に

対
す
る
法
人
税
額
等
に
相
当
す

る
金
額
」
は
、
そ
の
国
に
お
い

て
、日
本
の
法
人
税
、事
業
税
、

道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

に
相
当
す
る
税
が
課
さ
れ
て
い

る
場
合
に
は
、
評
価
差
額
に
そ

れ
ら
の
税
率
の
合
計
に
相
当
す

る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

ま
た
、
同
族
株
主
等
以
外
の

株
主
及
び
同
族
株
主
等
の
う
ち

少
数
株
主
所
有
者
が
取
得
し
た

株
式
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
の

見
解
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

評
価
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
財

産
評
価
基
本
通
達
に
定
め
る
配

当
還
元
方
式（
財
基
通
1
8
8
、

1
8
8
―
2
）
に
よ
り
評
価
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

お
わ
り
に

近
年
の
相
続
税
、
贈
与
税
の

納
税
義
務
の
範
囲
の
拡
大
は
、

租
税
回
避
行
為
に
対
す
る
防
止

規
定
と
し
て
有
効
で
あ
る
が
、

他
方
で
は
、
本
来
租
税
回
避
を

企
図
し
て
い
な
い
日
本
に
居
住

す
る
又
は
居
住
し
て
い
た
外
国

人
の
相
続
に
際
し
て
相
続
税
が

課
税
さ
れ
る
可
能
性
が
発
生
す

る
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い

た
。例

え
ば
、
日
本
に
居
住
し
て

い
る
外
国
人
に
相
続
が
発
生
し

た
場
合
に
は
、
相
続
人
は
す
べ

て
無
制
限
納
税
義
務
者
と
さ
れ

る
た
め
、
日
本
に
居
住
し
て
い

な
い
外
国
人
の
相
続
人
に
国
外

財
産
に
対
し
て
も
相
続
税
が
課

税
さ
れ
る
可
能
性
が
発
生
す

る
。平

成
29
年
、
30
年
税
制
改
正

に
お
い
て
、
外
国
人
で
あ
る
一

時
居
住
者
・
一
時
居
住
被
相
続

人
、
非
居
住
被
相
続
人
の
要
件

を
導
入
し
て
、
制
限
納
税
義
務

者
と
な
る
よ
う
対
応
を
行
な
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
課
税
の

リ
ス
ク
は
残
し
て
い
る
。

日
本
へ
の
外
国
企
業
の
進
出

や
高
度
外
国
人
材
の
集
積
に
対

し
て
障
害
と
な
ら
な
い
制
度
と

す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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